
   佐倉市文化財保存事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号 。以下「法」

という。）及び千葉県文化財保護条例（昭和３０年千葉県条例第８号。以下「県

条例」という。）の規定に基づき指定を受けた文化財で本市の区域内に存する

もの及び佐倉市文化財保護条例（昭和５１年佐倉市条例第８号。以下「条例」

という。）の規定に基づき指定又は登録を受けた文化財の適正な保存管理及び

その活用を図るため、国及び地方公共団体以外の文化財所有者等が行う文化

財保存事業（以下「事業」という。）に要する経費に対して予算の範囲内にお

いて佐倉市文化財保存事業補助金（以下「補助金」という 。）を交付するこ

とに関し、佐倉市補助金等の交付に関する規則（平成９年佐倉市規則第３９号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における文化財は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定めるところによる。 

（１）市指定文化財 条例第４条第１項の規定により指定された有形文化財、無

形文化財、民俗文化財及び記念物並びに条例第２７条第１項の規定により

選定された佐倉市選定保存技術をいう。 

（２）市登録有形文化財 条例第１６条第１項の規定により文化財登録原簿に

登録された有形文化財をいう。 

（３）国指定文化財 法第２７条第１項、第７１条第１項、第７８条第１項又は

第１０９条第１項の規定により指定された有形文化財、無形文化財、民俗文

化財及び記念物並びに法第１４７条第１項の規定により選定された選定保

存技術をいう。 

（４）国登録文化財 法第５７条第１項、第７６条の７第１項、第９０条第１項、

第９０条の５第１項又は第１３２条第１項の規定により文化財登録原簿に

登録された有形文化財、無形文化財、有形の民俗文化財、無形の民俗文化財

及び記念物をいう。 

（５）県指定文化財 県条例第４条第１項、第２０条第１項、第２６条第１項又

は第３４条第１項の規定により指定された有形文化財、無形文化財、民俗文

化財及び記念物並びに県条例第４０条第１項の規定により選定された千葉

県選定保存技術をいう。 

（６）県登録文化財 県条例第１９条の２第１項、第２５条の２、第３２条の２、

第３２条の３又は第３９条の２の規定により登録された有形文化財、無形

文化財、有形の民俗文化財、無形の民俗文化財及び記念物をいう。 

（補助金の交付の対象） 

第３条 補助金の交付の対象者（以下「補助事業者」という。）及び対象となる

経費は、別表第１のとおりとする。 

（補助金の額） 



第４条 補助金の額は、次の各号に掲げる文化財の区分に応じ、当該各号に定め

る額を上限として予算の範囲内において市長が定める額とする。 

（１）市指定文化財 補助金の交付の対象となる経費の５０パーセント 

（２）市登録有形文化財並びに国登録文化財及び県登録文化財のうち、建造物で

あるもの 別表第２のとおりとする。 

（３）国指定文化財及び県指定文化財 補助金の交付の対象となる経費から国

及び県からの交付金を控除した額の５０パーセント 

（４）国登録文化財及び県登録文化財のうち、建造物以外であるもの 補助金の

交付の対象となる経費から国及び県からの交付金を控除した額の５０パー

セント 

 （交付の申請） 

第５条 規則第３条第１項に定める補助金等の交付を受けようとする者が提出

しなければならない申請書は、補助金交付申請書（別記様式第１号）とする。 

２ 補助金交付申請書に添付する書類は、事業計画書、収支予算書及び前年度決

算書（交付の申請を行う日の属する年度の前年度において、補助金の交付の対

象となる事業を実施している場合に限る。）とする。 

 （交付の条件） 

第６条 規則第５条第１項に定める補助金等の交付に係る市長が別に定める条

件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業の内容を変更するとき又は補助事業を中止するときは、市長の承

認を得ること。 

（２）補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は遂行が困難となったとき

は、速やかに市長に報告して指示を受けること。 

（交付の決定） 

第７条 規則第６条第１項に定める補助金等の交付の決定に係る通知は、補助 

金交付（不交付）決定通知書（別記様式第２号）によるものとする。 

（交付の方法） 

第８条 補助金は、その全額を、補助事業者から請求のあった日から３０日以内

に、概算払をするものとする。 

（交付の請求） 

第９条 規則第１６条第１項に定める補助金等の交付を受けようとする者が提

出しなければならない請求書は、補助金交付請求書（別記様式第３号）とする。 

（変更の申請） 

第１０条 規則第８条第１項に定める補助事業等の変更の申請書は、補助事業

等変更申請書（別記様式第４号）とする。 

（実績報告） 

第１１条 規則第１３条に定める補助事業等の実績、決算その他補助事業等の

成果を記載した報告書は、補助金実績報告書（別記様式第５号。以下「実績報

告書」という。）とする。 



２ 実績報告書に添付する書類は、事業内容報告書及び収支決算書とする。 

３ 補助事業者は、事業完了の日から起算して６０日以内に、実績報告書を提出

しなければならない。 

 （額の確定） 

第１２条 規則第 1４条に定める交付すべき補助金等の額の確定の通知は、補助

金確定通知書（別記様式第６号）によるものとする。 

 （精算） 

第１３条 規則第１９条に定める市長が定める返還の期限は、補助金確定通知

書による通知を受けた日から３０日以内とする。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

    附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

（佐倉市文化財保存事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 佐倉市文化財保存事業補助金交付要綱（平成１１年４月１日施行。１１佐教

文第９６号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付申請がなされる補助金

について適用し、同日前に、廃止前の旧佐倉市文化財保存事業補助金交付要綱

に基づき交付の申請があった補助金については、なお従前の例による。 

（有効期限） 

４ この要綱は、令和１０年３月３１日限りその効力を失う。ただし、同日の属

する年度以前の年度の予算に係る補助金については、この要綱は、同日後も、

なおその効力を有する。 

   附 則（平成２１年３月３０日決裁２０佐教文第７２５号、平成２１年３

月３１日決裁２０佐財第６１６号） 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の改正規

定は、平成２１年３月３１日から施行する。 

   附 則（平成２４年３月６日決裁２３佐教文第５５１号、平成２４年３月

２６日決裁２３佐財第６８１号） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月４日決裁２６佐教文第７８４号） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

   附 則（令和２年３月２７日決裁佐財第５７７号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の改正規

定は、決裁の日から施行する。 

 （経過措置） 



２ この要綱の規定は、令和２年度の予算に係る補助金から適用し、令和元年度

の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

   附 則（令和６年３月２９日決裁佐財第６７８号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の改正規

定は、決裁の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の規定は、令和６年度予算に係る補助金から適用し、令和５年度予

算に係る補助金については、なお従前の例による。 



別表第１（第３条関係） 
 
事業区分  事業細目  補助事業者     補助の対象となる経費 

文化財保存 
整備事業 

建造物、美術工 
芸品修理防災 

所有者、保持者、 
管理団体その他 
市長が認める者 

修繕経費、修理、防災その他工事経費、 
設計料及び監理料 

史跡等保存整備 復旧、修理及び整備工事経費、遺構等 
調査並びに測量・図化経費、保存施設 
設置工事経費、設計料及び監理料 

天然記念物保護 
増殖 

給餌、施肥等経費、保護増殖施設工事 
経費、害虫駆除経費及び調査経費 

民俗文化財修理 
防災 

修繕経費、修理工事及び附帯工事経費 
並びに設計料及び監理料 

美術工芸品等保 
存施設 

建設、設備整備、防災施設工事経費、 
設計料及び監理料 

無形文化財 
助成事業 

無形文化財、民
俗文化財用具修
理 

保持者又は保持 
団体 

用具及び器具の修理経費 

無形文化財、民 
俗文化財記録作 
成 

市長が認める者 記録作成経費 

無形文化財、民 
俗文化財伝承活 
動 

保持者又は保持 
団体 

伝承活動及び公開に要する経費 

文化財管理 
事業 

有形文化財、有 
形民俗文化財、 
記念物管理 

所有者又は管理 
団体 

見回り看視経費、支障木の除去、除草、
清掃、防災設備保守点検、差し芽、防 
蟻、防虫等の小修理に要する経費、民 
家の環境整備に要する経費及び美術 
工芸品のくん蒸殺虫に要する経費 

文化財普及 
事業 

文化財保存周知 所有者、保持者 
又は管理団体 

文化財の公開に要する経費、公開・案 
内のための冊子等印刷作成に要する経 
費 

 
備考 所有者、保持者又は管理団体とは、市域に所在する文化財を所有、管理等するものを

いう。 
  



別表第２（第４条関係） 

補助金の対象となる箇所 

及び対象工事 

各修理部分の修理費の補助

率の上限 限度額 備考 

屋根 外壁 開口部 

１ 外部に

関して 

a.伝統的な工法

で修理する場合

（復元修理を含

む。) 

５０％ ５０％ ５０％ ５００万円 

 

b.景観を配慮し

て行う工事（修

景工事を含む。） 

５０％ ５０％ ５０％ ５００万円 
 

２ 構造に

関して 

a.基礎、軸組、小

屋組等の修理、

耐震補強工事等

（新しい工法で

も可） 

５０％ １００万円 

 

b.白蟻等の害虫

駆除 
５０％ ５０万円 

２b から４

までの工事

の補助金額

の合計は、

２００万円

ま で と す

る。 

３ 工作物

等に関して

（ただし、

建造物に付

属するもの

に限る。景

観上一体と

なっている

土塁等も含

む。） 

a.景観上、町並

みに寄与してい

るものを修理す

る場合（復元修

理を含む。） 

５０％ １００万円 

b.景観を考慮し

て新規に行う工

事（修景工事を

含む。） 

５０％ １００万円 

c.看板撤去、日

除け、テント、増

築部分等を撤去

する場合 

５０％ １００万円 

４ 防災に

関して 

消火器、自動火

災報知器等を設

置する場合 
５０％ １００万円 

５ 設計管

理費に関し

て 

修理に関する設

計、現場監理業

務委託等などの

費用 

５０％ １００万円 

 

備考 

 １ 工事 1件当たりの補助金の上限は、５００万円とする。 

 ２ 内部の修理に関しては、歴史的建造物の保全につながる修理に限り補助対象と 

する。 

 ３ 補助金で改修した部分を壊す場合は、条例の規定に基づき、補助金の全額又は一部を



返還させることができる。(３年未満は１００パーセント、３年以上６年未満は８０パ

ーセント、６年以上９年未満は６０パーセント、９年以上１２年未満は４０パーセント、

１２年以上１５年未満は２０パーセント、１５年以上は０パーセント) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


